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１．策定の趣旨 

  本市では障がいのある人を対象とした職員採用選考を行い、障がいのある

人の雇用に取り組んできました。 

  令和元年 6 月に障害者雇用促進法が改正され、国及び地方公共団体が率先

して障がいのある人を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が

作成する指針に即して「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する計画（以下「障害者活躍推進計画」という）」を作成する

こととされました。 

  障がいのある人の活躍とは、「障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮

できること」であり、全ての障がいのある職員が活躍できるよう、市役所全体

を挙げて取り組んでいくことが重要です。 

  そこで、「古賀市障がい者活躍推進計画」を新たに作成し、障がいのある人

の雇用を継続して進めます。 

 

２．策定主体(任命権者) 

  古賀市では採用活動を初めとする人事管理について市長部局と議会事務局、

教育委員会で一体的に行っており、各任命権者での採用者は古賀市からの出

向者が多数を占めています。同様に、福利厚生や労働安全衛生などの労務管理

も一体的に行っています。 

このことから、計画は、市役所全体で障がいのある職員の活躍に向けた取組

を推進するため、計画作成対象となっています古賀市長、古賀市議会議長及び

教育委員会の各任命権者が連名で作成し、協力して計画を推進します。 

 

３．計画期間 

  令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 
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４．周知・公表 

  策定又は改定を行った計画は、イントラネット（庁内グループウェア）への

掲載等により、すべての職員に対して周知するとともに、市ホームページに掲

載して公表します。 

  また数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等についても、

毎年度、周知、公表します。 

 

５．現状と課題 

 ・雇用状況 

   これまで障害のある人を対象とした採用試験を実施しており、令和元年

６月１日現在、障害者任免通報の対象である古賀市長と古賀市教育委員会

を特例認定により合算した障がい者雇用率は、２．５％(小数第２位を四捨

五入)でした。今後も法定雇用率を達成するため、継続して障がいのある人

を対象とした採用を行います。 

 

 ・職員アンケート結果 

   計画策定にあたり、障害者手帳を保持する職員に職場の満足度について

アンケートを行いました。(対象者８名（休職中の職員を除く）) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

全体評価

仕事内容

業務量

物理的な作業環境

相談体制

障がいへの配慮

職場の満足度に関するアンケート調査

1.満足 2.やや満足 3.どちらでもない 4.やや不満 5.不満 無回答
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 ・課題 

   計画策定にあたり職員を対象に実施しましたアンケートにおいて、全体

評価で「満足」「やや満足」との回答があり、高い満足度が確認されました。

また、身体障がい、精神障がいなどのそれぞれの障がい特性に応じた配慮を

行います。 

 

６．計画目標 

  

 ○採用に関する目標 

障がい者雇用率 ２．６％以上 （令和６年６月１日現在） 

  ※特定の障がいや程度に限定した募集をせず、多くの障がいのいある人が

受験できるよう配慮します。 

 

７．推進体制 

 ・計画を推進する責任者として、障害者雇用推進者に総務部人事秘書課長を選

任します。 

 ・障がいのある職員の相談窓口になる障害者職業生活相談員として、人事秘書

課職員を選任します。選任された者（選任予定の者を含む）は、福岡労働局

が主催する障害者職業生活相談員講習を受講します。 

 ・計画の実施状況について年に一度、点検を行い、公表します。具体的には数

値目標である障がい者雇用率を公表します。 

 ・次期計画を策定する前に障がいのある職員にアンケートを行い、職場の満足

度を調査します。 

 

８．環境整備 

  ・職員調書・自己申告書等から得られた合理的配慮に関する意見を基に過重

な負担とならない範囲で適切に職場環境の改善に取組みます。 
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  ・障がいのある人に対する理解を深めるため、新規採用職員を対象とした研

修を実施するとともに、当該研修に希望に応じて他の職員が参加できるよ

う取組みます。 

  ・外部の相談機関として EAP（Employee Assistance Program）相談室の

利用を周知します。 

 

９．職務の選定・創出 

  職員調書・自己申告書等から得られた合理的配慮に関する意見を基に配属

する部署を決定し、業務分担を行います。 

 

１０．その他 

  市全体として保健福祉部福祉課が定める古賀市障害者就労施設等優先調達

方針に沿った調達に取り組み、障がいのある人の活躍の場の拡大を推進しま

す。 

 


